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１

避難所の状況について

避難所の開設状況（災害発生時） 現在の避難所の開設状況

設置個所 避難者数

被災自治体計 137か所 8,871名
※常総市

（市外設置分含む） 39か所 6,223名

茨城県（９月１１日時点）

設置個所 避難者数

被災自治体計 82か所 2,677名

設置個所 避難者数

被災自治体計 196か所 2,052名

栃木県（９月１０日時点）

宮城県（９月１１日時点）

９月２３日１２：００をもって
県内全避難所を閉鎖

１１月２日現在
小山市に１か所開設中

１１月１１日現在
常総市に６か所、つくば市に４箇所
の計１０か所開設中
避難者２４７名（すべて常総市民）

※県又は市の独自財源等による開設を含む



避難所の状況について

１．避難所等の生活環境の整備等について（発出）

９月１０日（木）に茨城県、１１日（金）に栃木県、宮城県に対し「避難所の生活環境の整備等につい
て（留意事項）」を発出し、避難所の状況を把握するとともに、要配慮者への十分な配慮と、避難所の生
活環境の整備等について依頼。

平成２７年9月関東・東北豪雨災害の発生

２．避難所運営に関する意見交換

避難所ごとに待遇が異なるなど課題を受け、９月２９日（火）茨城県常総市内にて、避難所の運営状況
等について、内閣府・茨城県・常総市・ＮＰＯの４者で意見交換を行った。

県・市・社会福祉協議会・ＮＰＯの代表者による意見交換を定期的に行い、要配慮者への対応、避難所
の格差解消に向けて連携が強化された。

２



（参考）現行の仕組みや制度の変遷（避難所関連）

東日本大震災（平成２３年３月）
被害状況：人的被害２１，８３９名（死者・行方不明者）（Ｍ９．０の地震によって多数の地域住民が被災）
＜顕在化した主な課題＞
・被災者の心身の機能の低下や様々な疾患の発生・悪化が見られた
・多くの高齢者や障害者、妊産婦、乳幼児を抱えた家族、外国人等が被災したが、避難所のハード面の問題や他の避難者と
の関係等から、自宅での生活を余儀なくされることも少なくなかった

災害対策基本法の一部改正（平成２５年６月）
＜施策のポイント＞
・指定避難所の指定制度が設けられた（第４９条の７）
・避難所における生活環境の整備等についての規定が設けられた（第８６条の６）

「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」（平成２５年８月）
＜施策のポイント＞
法改正を受け、市町村（特別区を含む）等には、避難所における良好な生活環境の確保等に努めることが

求められるが、その取組にあたっての参考となるよう策定

３

広島土砂災害等近年の災害における状況も踏まえ、平成２７年７月１６日「避難所の確保と質
の向上に関する検討会」を設置し、避難所の生活環境整備に関する論点について検討中



災害対策基本法の一部改正により、市町村（特別区を含む。）には、避難所における良好な生
活環境を確保し、被災者の避難生活に対するきめ細やかな支援を実施することが求められるが、
その取組に当たっての参考となるよう、市町村を対象に、生活環境の確保に関する事項を指針と
して示したもの。

〈構成と主な内容〉

１．避難所の組織体制と応援体制の整備
・「避難所運営準備会議（仮称）」の設置
・避難所の運営管理者となりうる者を対象とした研
修や訓練の実施

４．避難所における備蓄等
・食料・飲料水の備蓄（アルファー米等の白米 と牛乳
アレルギー対応ミルクの備蓄等）

・仮設トイレ、紙おむつ、生理用品、燃料、 自家発電
装置、非常用発電機等の備蓄の検討

２．避難所の指定
・防災・ 安全交付金、耐震対策緊急促進事業、公立
学校施設整備事業等の活用の検討

・福祉避難所の整備
５．避難所運営の手引（マニュアル）の作成
・要配慮者に対する必要な支援を盛り込むこと
・担当者以外の者でも避難所を立ち上げることができ
るような簡易な手引の整備３．指定避難所等の周知

・要配慮者に配慮した避難所の周知方法の準備
・指定した福祉避難所に関する情報の周知

第１ 平常時における対応

（参考）現行の仕組みや制度の変遷（避難所関連）

４



４．福祉避難所の管理・運営
・必要な福祉・保健医療サービスの提供や相談等に当
たる介助員等の配置

５．食物アレルギーの防止等の食料や食事に関する
配慮等

・避難所における食事の原材料表示、避難者自身に
よるアレルギー原因食品の情報提供

・各避難所への保健師等の巡回、避難所内の清潔保
持等の環境整備

６．被災者への情報提供
・被災者・要配慮者への情報の提供
・市町村と避難所や地域間の相互の情報提供ルート
の確立

７．相談窓口
・様々な避難者の意見を吸い上げるための相談窓口
の設置

・就労支援等の相談窓口の設置

８．在宅避難
・在宅にて避難生活を送ることを余儀なくされた者
等への見守り機能の充実・支援物資提供等

・被災者台帳の活用などによる避難所を拠点とした
支援の実施（状況把握等）

１．避難所の設置と機能整備
・設置した避難所の数が不足する場合、公的宿泊施設、
旅館、ホテル等の借り上げ

・避難所不足時に優先的に入所させる避難者の検討
・バリアフリー化、福祉避難室用のスペースの確保、
男女別トイレ等の確保

２．避難所リスト及び避難者名簿の作成
・開設して いる避難所のリスト化
・氏名、生年月日、性別、住所、支援の必要性の有無
等を記載した「名簿」の作成
・避難者名簿から被災者台帳への引き継ぎ

３．避難所の運営主体
・運営責任者の配置、避難者自身の役割分担の明確化
・様々な被災者の意見やニーズを吸い上げた避難所の
運営

第２ 発災後における対応

（参考）現行の仕組みや制度の変遷（避難所関連）

５



復旧過程における各種支援（行政）

○有料道路の無料化【栃木県、茨城県】
関東・東北豪雨の被災地支援活動に係る有料道路の無料化措置について、茨城県及び栃木県にお
ける支援活動のための有料道路の無料化措置を講じた。
※栃木県は11月4日（水）、茨城県は11月30日（月）までの措置

○平成27年9月関東･東北豪雨災害緊急対策融資【茨城県】
平成２７年９月の関東・東北豪雨災害により、経営の安定に支障を来している中小企業の資金繰
りを支援

○平成27年9月関東・東北豪雨緊急対策資金【栃木県】
関東・東北豪雨により直接被害を受けた方、売上げが減少するなど間接的な被害者を対象とした
資金を創設し、県内中小企業の資金繰りを支援

○平成27年9月関東・東北豪雨緊急対策資金利子補給事業【栃木県】
直接被害を受けて、平成27年9月関東・東北豪雨緊急対策資金等を利用した中小企業に対し、利子
補給を実施

○被災中小企業・小規模事業者対策 【経済産業省】
宮城県、茨城県、栃木県の市町に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模
事業者対策として、特別相談窓口の設置、災害復旧貸付の実施、セーフティネット保証４号（中
小企業信用保険法第2条第5項第4号）の適用、既往債務の返済条件緩和等の対応、小規模企業共済
災害時貸付の適用の措置を講じた。
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復旧過程における各種支援（行政）

○電気の災害特別措置 【経済産業省】
災害救助法が適用された市町村において、被災した電気の需要家に対する特別措置の認可を
行った。

○ガスの災害特別措置 【経済産業省】
災害救助法が適用された市町村において、被災したガスの需要家に対する特別措置の認可を
行った。

○科学研究費補助金（特別研究促進費）の交付 【文部科学省】
関東・東北豪雨の要因や行政対応などを調べるため、総額１７００万円の科学研究費補助金を
京都大防災研究所教授らのグループに交付。

○被害農林漁業者等に対する資金の円滑な融通、既貸付金の償還猶予等【農林水産省】
関東・東北豪雨により被害を受けた農林漁業者等においては、農業経営等に支障を来すことが
懸念されることから、被害農林漁業者等に対する資金の円滑な融通、既貸付金の償還猶予等が
図られるよう、農林中央金庫等に対して依頼
※本措置は今般の関東・東北豪雨に伴う措置であり、必ずしもすべての災害に適用されるものではない。

○常総市災害情報マップの作成 【防災科研】
現地にスタッフが入り、防災科研が開発したWeb地図システム導入・支援を行い、迅速な被災
状況把握や被災者支援、復旧計画立案、災害ボランティアセンター運営等に寄与

7



復旧過程における各種支援（行政、医療機関、大学）

○救護班の活動状況（9月11～25日）
• DMAT（茨城県、千葉県、埼玉県、神奈川県） 88 チーム（9月11日～14日）
• 東京都医療救護班（DMATと一体で運用） 11 チーム（9月11日～12日）
• 日本赤十字社救護班 21 チーム（9月11日～25日）
• JMAT茨城（茨城県医師会の医療チーム） 5 チーム（9月11日～17日）

○健康管理支援等
• 宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県及び千葉県内の一部避難所において、県内の保健師
が避難者の健康支援を実施

• 茨城県から保健師の派遣要請を受け、厚生労働省が県外からの派遣調整を実施。7 チーム（群
馬県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び静岡県）が派遣準備（1 チーム 2 ～ 3 
名の保健師で構成)。9月15日から活動（9月25日で終了）

• 近隣県の看護協会から茨城県へ「災害支援ナース」を延べ488人派遣
【公益社団法人日本看護協会】

○医薬品の提供支援等
• 避難所における医薬品ニーズに対し医薬品を供給 【茨城県薬剤師会】

○心のケア
• 避難所を巡回し、精神保健医療のニーズに対応 【茨城県の精神医療チーム】
• 避難所を巡回し、精神保健医療のニーズに対応 【日赤こころのケア班】

○筑波大学における支援活動
• 10日，附属病院に災害対策本部を設置し24時間体制で，附属病院DMAT（災害派遣医療チー
ム）の派遣，被災地域の病院からの入院患者の受け入れを実施

• 飲料水，消毒薬，保存用パン，マスク等の支援のほか，400名を超える学生・教職員がボラン
ティアとして活動 8

「平成27年9月関東・東北豪雨による被害状況及び対応について（厚生労働省平成27年10月23日時点）」より

筑波大学ＨＰより



激甚災害の指定について

「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、激甚災害に指定
されると、公共土木施設や農地等の災害復旧事業における国庫補助率の嵩上げ等の
財政的な特別措置が講じられる。

災 害 発 生

被害見込額の算定

激甚災害の指定

都道府県・市町村による被害額の算定 （公共土木施設等、農地等、中小企業等）

公共土木施設等：福島県南会津町及び昭和村を対象に指定 【早期局激】 （10月 6日閣議決定）
農地等： 全国を対象に指定 【本激】 （10月 6日閣議決定）
中小企業： 茨城県常総市を対象に指定 【局激】 （10月27日閣議決定）

指定手続き（中央防災会議への諮問、政令手続き等）

災害終息から閣議決定まで ①：25日間 ②：46日間

【関東・東北豪雨における
激甚災害指定までの流れ】

都道府県からの報告に基づき各省庁が査定見込額等を算定し、
内閣府へ報告（国交省、農水省、経産省等）

関係省庁による技術的な支援
被災自治体へ職員等を派遣し、
・被災状況調査
・排水ポンプ車による排水作業
・救急、救命作業 等を実施

基準への該当性判断 （内閣府）

9

①
②



（参考）激甚災害制度について

農地等の被害

国庫補助率の嵩上げ措置が
講じられる（１～２割程度）

激甚災害の指定
激甚災害
の指定

・災害関係保証の特例
・事業協同組合等の災害
復旧事業対する補助

災害復旧国庫補助事業

公共土木施設等の被害

災害の
発生

河川、海岸、砂防
設備、道路、港湾
漁港、下水道、
公園 等

公立学校、
公営住宅、
生活保護施設、
児童福祉施設等

農地、農業用施設
林道、農林水産業
共同利用施設 等

中小企業者等
の被害

特別相談窓口の設置,
災害復旧貸付、
セーフティネット保
証４号の発動等の支
援措置

概ね６割～
８割程度

２分の１から
３分の２

８割程度
(共同利用施設は

概ね２割)

激甚災害
の指定

＜左記以外＞

災害の発生

都道府県・市町村県による被害額の算定

各省庁による査定見込額の算定

激甚災害（本激）指定基準

早期局激に指定 引き続き査定額の算定

局地激甚災害指定基準

年度末局激に指定

＜基準に該当＞

本激に指定 局地激甚災害指定基準

＜基準に該当せず＞

＜基準に明らかに該当＞
（査定見込額が基準の２倍超）

＜基準に該当＞

指定の基本的な流れについて制度の概要について

10
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（参考）TEC-FORCEの活動状況について

資料提供元：国土交通省 11



今回の水害時における主な状況 （床上浸水以上の被害が200戸以上の地方公共団体）

住家の被害認定について

※ 第１次調査の調査期間は、発災から１ヶ月以内を目処とすることを内閣府から周知。

○被害認定調査・罹災証明書交付のスケジュール
第１次調査（浸水深による判定）については、どの地方公共団体も災害発生から
１ヶ月以内に完了。

○被害認定調査・罹災証明書交付の実施体制

常総市では被災した住家が多かったため、県に対して支援を依頼。
・第1次調査については、市の要請により、県建築指導課が職員を派遣。（平均12人/日）。
・また、京都府福知山市、つくば市、防災科学技術研究所が自主的に人的・技術的支援を実
施（調査計画策定支援、地図出力、罹災証明書発行システムの活用支援等）。更に、内閣府
の要請により、国土交通省関東地方整備局が実施した被害状況調査の結果を提供。
・第2次調査にあたっては、茨城土地家屋調査士会が無償で協力（平均10人/日、計60人日）。
現在は茨城県建築士会が調査に協力している（平均10人/日）。

※ 庁内のみで必要な人員を確保できない場合、都道府県に相談し、他団体に応援を依頼することを
内閣府から周知。

※ 住家被害認定調査の迅速かつ的確な実施を支援するため、内閣府から職員を派遣し、市町村職員
向け説明会を実施。（9/17栃木県、9/18宮城県。茨城県に対しても説明会を実施する際には内
閣府から職員を派遣する旨を伝え、資料送付。）
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住家の被害認定について

○被害認定調査・罹災証明書交付を迅速に進めるための工夫
・申請によることなく、被害があった地域の全ての家屋を調査。第2次調査は更に調査を効率化
させるため、タブレット端末により調査を実施。
・他地方公共団体のHPで、罹災証明書の交付要綱、交付方法、様式等について事前調査を実施すると
ともに、近隣の被災自治体と電話による情報交換を実施。

・住民基本台帳を活用し、調査対象住宅リストを作成。調査対象住宅リストに記載されていない建物や、
居住のため使用しているか判断できない建物について全て調査。調査漏れの家屋が出ないように、市
関係各課との情報共有を随時実施。他の部・課、支部の職員に協力を要請し、短期間で調査を実施。

・担当部署以外の職員の協力を得て、在宅率の高い休日にまとめて調査を実施。

（戸建ての木造・プレハブ造１～２階建てで、
泥流や瓦礫等による外力被害があるもの）
※大規模に浸水したエリアの調査迅速化のため、
東日本大震災から適用。

全壊 大規模半壊 半壊 半壊に至らない

損害割合50%
以上

損害割合40%
以上50%未満

損害割合20%
以上40%未満

損害割合20%未
満

全壊 大規模半壊 半壊 半壊に至らない
住家流出又は１階
天井以上の浸水

床上１ｍ以上の
浸水

床上浸水 床下浸水

（集合住宅等及び被災者から申請があったもの）
※外壁、内壁、床、基礎、建具、設備等の部位ごとの損害割合を合計

第1次調査（浸水深による判定） 第２次調査（傾斜・部位による判定）

（参考）住家被害認定について

浸水深の最も浅い部分で測定

浸水痕が見られる

外力被害が見られる 住家の損害割合 外壁の損害割合 内壁の損害割合 設備の損害割合＋ ＋・・・
＋＝
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